
「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について（第二次報告書案）」

に関する意見募集（パブリックコメント）の結果について 

 

【概要】 

意見募集期間：平成 29年３月 30 日（木）から平成 29年４月 28日（金）まで 

告知方法：電子政府の総合窓口（e-Gov)、環境省ホームページ及び報道発表 

意見提出方法：電子政府の総合窓口（e-Gov)意見提出フォーム、郵送、ファックス 

 

【御意見の件数】 

（１）御意見提出者数：２個人 

（２）御意見数合計：２件 

    （うちパブリックコメント対象外の御意見：1件） 

 

【御意見及びこれに対する考え方】 

頂いた御意見及びこれに対する考え方は、以下のとおりです。 

 
意見対象 御意見 御意見に対する考え方 

文言の修正 ３ページの表１の※１の「大気汚

染防止法施行規則」：２ページの

10 行目の「大気汚染防止法施行

規則の一部を改正する省令」のこ

とを指しているのであれば、同一

の文言での記載が望ましいと思

います。 

御意見を踏まえ、３ページの表１の※１の

「大気汚染防止法施行規則」を「平成 28

年 9 月 26 日に公布された大気汚染防止法

施行規則の一部を改正する省令」に修正し

ました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料６ 


